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１　

は
じ
め
に

こ
の
た
び
は
、
上
越
市
議
会
の
中
山
間
地
対
策
特

別
委
員
会
が
主
体
と
な
っ
て
検
討
し
、
上
越
市
議
会

と
し
て
初
め
て
制
定
し
た
政
策
的
な
条
例
「
上
越
市

中
山
間
地
域
振
興
基
本
条
例
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

ま
す
。

な
お
、
本
稿
中
の
制
定
の
経
緯
や
効
果
等
に
つ
い

て
は
、
条
例
制
定
の
取
り
組
み
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
き

た
議
会
事
務
局
と
し
て
、
特
別
委
員
会
の
検
討
経
過

等
を
踏
ま
え
た
上
で
の
見
解
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

上
越
市
は
、
新
潟
県
の
南
西
部
に
位
置
し
、
重
要

港
湾
で
あ
る
直
江
津
港
を
有
す
る
地
方
都
市
で
す
。

ま
た
、
当
市
は
古
く
か
ら
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄

え
、
現
在
も
北
陸
自
動
車
道
と
上
信
越
自
動
車
道
、

複
数
の
主
要
鉄
道
（
Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線
、
Ｊ
Ｒ
信
越
本

線
、
ほ
く
ほ
く
線
）
が
市
内
で
結
節
す
る
ほ
か
、
平

成
27
年
春
開
業
予
定
の
北
陸
新
幹
線
や
上
越
魚
沼
地

域
振
興
快
速
道
路
な
ど
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
行
し

て
い
ま
す
。

市
制
は
、
昭
和
46
年
４
月
に
高
田
市
と
直
江
津
市

が
合
併
し
、
人
口
約
12
万
人
（
面
積
２
４
９
km2
）
の

都
市
と
し
て
誕
生
し
た
後
、
平
成
17
年
１
月
に
当
時

全
国
最
多
と
な
る
14
市
町
村
に
よ
る
合
併
を
経
て
、

平
成
19
年
４
月
に
人
口
約
21
万
人
の
特
例
市
に
移
行

し
ま
し
た
。
市
域
は
、
９
７
３
・
61 

km2
（
東
京
23
区

の
約
１
・
５
倍
）
で
あ
り
、
日
本
海
に
面
し
た
海
岸

部
か
ら
長
野
県
と
の
県
境
に
至
る
山
間
部
ま
で
の
広

大
な
面
積
を
有
し
て
い
ま
す
。

２　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

（
１
）
中
山
間
地
域
の
現
状

一
般
的
に
中
山
間
地
域
と
は
、
主
に
農
業
分
野
で

使
用
さ
れ
る
用
語
で
平
地
の
周
辺
部
か
ら
山
間
地
に

至
る
ま
と
ま
っ
た
平
坦
な
耕
地
が
少
な
い
地
域
の
こ

と
を
指
し
て
お
り
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平

成
11
年
法
律
第
１
０
６
号
）
第
35
条
（
中
山
間
地
域

等
の
振
興
）
で
は
、「
中
山
間
地
域
等
」
を
「
山
間

地
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
そ
の
他
の
地
勢
等
の
地
理

的
条
件
が
悪
く
、農
業
の
生
産
条
件
が
不
利
な
地
域
」

と
し
て
い
ま
す
。

中
山
間
地
域
を
市
民
全
体
で
守
り
、

支
え
て
い
く
た
め
に

～
上
越
市
中
山
間
地
域
振
興
基
本
条
例
～

上
越
市
議
会
事
務
局

先進・ユニーク条例【解説】

上越市では、中山間地域が市民生活に果たし
ている役割に鑑み、市民全体でこの地域を支
えていくことが、市民の安全安心な暮らしを
守ることにつながるとして、中山間地域の振
興に関する施策を継続的に推進するため、施
策の基本理念や市の責務、指針等を明らかに
した基本条例を議員発議で提案し、制定した。

上越市
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当
市
の
中
山
間
地
域
の
面
積
は
、
６
６
３
・
69 

km2

（
平
成
17
年
の
農
林
業
セ
ン
サ
ス
の
農
業
地
域
類
型

で
中
間
及
び
山
間
農
業
地
域
と
し
て
区
分
さ
れ
た
面

積
）
で
あ
り
、
市
域
全
体
の
68
・
２
％
を
占
め
、
平

成
17
年
に
合
併
し
た
10
町
村
と
合
併
前
上
越
市
の
一

部
地
域
が
そ
の
エ
リ
ア
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
域
に
は
、
約
１
万
７
０
０
０
世
帯
、
約

５
万
人
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
が
、
平
成
22
年
２
月

時
点
、
高
齢
化
率
が
30
・
４
％
と
市
全
体
の
高
齢

化
率
と
比
べ
４
・
７
ポ
イ
ン
ト
も
高
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。

【
写
真2

】

ま
た
、
平
成
18
年
と
22
年
に
市
が
調
査
し
た
「
中

山
間
地
域
に
お
け
る
集
落
の
実
態
調
査
（
表
１
）」

の
比
較
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
65
歳
以

上
の
住
民
が
50
％
以
上
で
あ
る
集
落
が
増
加
し
、

そ
の
総
世
帯
数
が
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
加
え
、

今
後
、
後
継
者
が
帰
郷
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
回

答
し
た
世
帯
が
減
少
し
て
い
る
現
状
な
ど
か
ら
、

集
落
に
お
け
る
過
疎
化
や
高
齢
化
の
進
展
、
地
域

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衰
退
、
農
林
業
の
後
継
者
・

担
い
手
不
足
等
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
地
域
で
あ

る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

 【
表
１
】

（
２
）
条
例
制
定
に
至
る
市
議
会
の
動
き
（
経
過
）

当
市
議
会
（
平
成
18
年
第
６
回
（
12
月
）
定
例
会

の
一
般
質
問
）
に
お
い
て
、
最
初
に
中
山
間
地
域
の

現
状
を
懸
念
し
、
振
興
に
向
け
た
条
例
制
定
を
市
長

に
提
言
し
た
の
が
、
合
併
し
た
中
山
間
地
域
の
町
村

か
ら
選
出
さ
れ
た
議
員
（
現
上
越
市
議
会
中
山
間
地

対
策
特
別
委
員
会
副
委
員
長
）
で
あ
り
、
そ
の
一
般

質
問
に
対
す
る
当
時
の
市
長
答
弁
は
、「
中
山
間
地

上越市内の中山間地域の集落

日本の棚田百選に選ばれた上越市大島区蓮野の棚田

表１
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域
の
重
要
性
は
認
識
し
て
い
る
が
、
改
定
中
の
総
合

計
画
に
お
い
て
、
市
全
体
を
見
通
す
中
で
中
山
間
地

域
の
役
割
を
よ
り
明
確
に
位
置
づ
け
、
安
全
、
安
心

な
市
民
生
活
の
確
保
、
公
益
的
機
能
の
維
持
、
確
保

を
図
っ
て
い
く
こ
と
で
よ
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
り

ま
し
た
。

そ
こ
で
市
議
会
で
は
、
平
成
12
年
か
ら
全
議
員
で

組
織
し
て
い
る
上
越
食
料
農
業
農
村
議
員
連
盟
に
平

成
19
年
５
月
、
中
山
間
地
域
対
策
特
別
部
会
を
設
置

し
、
そ
の
部
会
が
中
心
と
な
っ
て
中
山
間
地
域
の
農

業
振
興
公
社
や
地
域
住
民
と
の
意
見
交
換
会
を
実
施

す
る
な
ど
、
中
山
間
地
域
の
振
興
策
に
つ
い
て
積
極

的
な
調
査
研
究
を
行
い
、
平
成
20
年
１
月
に
は
、
議

員
連
盟
と
し
て
中
山
間
地
域
振
興
対
策
に
関
す
る
報

告
書
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

平
成
20
年
４
月
に
は
、市
議
会
の
改
選
が
行
わ
れ
、

５
月
に
開
か
れ
た
臨
時
会
に
お
い
て
「
限
界
集
落
、

耕
作
放
棄
地
の
増
大
な
ど
多
く
の
課
題
を
抱
え
る
中

山
間
地
域
の
再
生
を
図
る
た
め
、
産
業
振
興
の
促
進

や
集
落
維
持
機
能
の
強
化
な
ど
、
安
心
・
安
定
を
も

た
ら
す
基
盤
づ
く
り
の
検
討
や
条
例
制
定
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
」
を
目
的
に
中
山
間
地
対
策
特
別
委

員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

特
別
委
員
会
設
置
後
の
最
初
の
１
年
半
は
、
中
山

間
地
域
の
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
る
自
治
体
へ
の
視

察
や
直
接
中
山
間
地
域
に
出
向
き
、
そ
こ
に
居
住
す

る
市
民
と
の
意
見
交
換
を
行
う
な
ど
、
中
山
間
地
域

の
現
状
や
課
題
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
中
山

間
地
域
の
担
当
窓
口
と
な
る
セ
ク
シ
ョ
ン
の
設
置
な

ど
を
市
長
に
提
言
し
た
ほ
か
、
議
員
自
ら
本
条
例
の

原
型
と
な
る
条
文
案
の
作
成
等
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
条
例
制
定
ま
で
の
１
年
半
は
、
特
別
委

員
会
の
中
に
作
業
部
会
を
設
置
し
て
、
本
格
的
な
条

文
案
の
検
討
に
着
手
し
、
特
別
委
員
会
で
の
協
議
を

経
て
条
例
素
案
を
取
り
ま
と
め
、
全
議
員
へ
の
説
明

の
ほ
か
、
市
内
９
会
場
で
「
条
例
に
関
す
る
市
民
の

意
見
を
聴
く
会
」
を
開
催
（
平
成
23
年
２
月
か
ら
４

月
）
す
る
な
ど
、
市
民
等
の
意
見
を
反
映
さ
せ
な
が

ら
条
例
案
を
策
定
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
議
会
と
し
て

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
た
後
、
条
例
案
を

平
成
23
年
第
３
回
（
６
月
）
定
例
会
に
上
程
し
、
６

月
24
日
の
本
会
議
に
お
い
て
全
会
一
致
で
可
決
、
即

日
公
布
と
な
り
ま
し
た
。

（
３
）
条
例
制
定
に
至
る
特
別
委
員
会
の
考
え
（
条

例
の
必
要
性
等
）

特
別
委
員
会
で
は
、
中
山
間
地
域
の
重
要
性
や
こ

の
地
域
が
抱
え
て
い
る
課
題
等
を
踏
ま
え
、
中
山
間

地
域
の
振
興
に
関
す
る
政
策
（
条
例
）
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
整
理
し
な
が
ら
委
員
間
の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
図
り
、
条
例
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

①
中
山
間
地
域
は
、
豊
か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
、

水
・
空
気
・
食
料
な
ど
、
人
間
や
動
植
物
が
生
き

る
た
め
に
必
要
な
恵
み
を
作
り
出
す
機
能
を
有
し

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
命
の
水
を
作
り
出
す
水
源

条例案（対象地域）を検討する作業部会 条文案を協議する特別委員会
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涵
養
、
棚
田
な
ど
の
農
地
が
果
た
し
て
い
る
洪
水

防
止
等
の
多
面
的
な
機
能
を
有
し
、
下
流
域
の
住

民
生
活
を
含
む
、
多
く
の
住
民
の
財
産
、
豊
か
な

暮
ら
し
を
守
る
公
益
的
な
機
能
を
有
す
る
重
要
な

地
域
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
機
能
は
、
そ
こ

に
暮
ら
し
て
い
る
人
々
が
い
て
、
山
林
な
ど
の
手

入
れ
や
農
地
の
管
理
な
ど
が
行
わ
れ
て
こ
そ
機
能

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②
中
山
間
地
域
の
集
落
は
、
社
会
経
済
構
造
の
変
化

の
中
で
人
口
が
減
少
傾
向
に
あ
る
と
と
も
に
、
高

齢
化
に
よ
り
限
界
集
落
と
呼
ば
れ
る
集
落
が
増
加

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
山
間
地
域
の
主
な
産
業

で
あ
る
農
林
業
の
後
継
者
・
担
い
手
な
ど
の
不
足
、

耕
作
放
棄
地
の
増
加
も
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ

の
ま
ま
で
は
、
集
落
の
共
同
活
動
を
含
む
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
機
能
の
低
下
を
も
招
き
か
ね
な
い
こ
と
。

③
以
上
の
よ
う
に
中
山
間
地
域
の
重
要
性
や
中
山
間

地
域
に
お
け
る
集
落
の
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
ま

ず
は
、
市
民
全
体
が
中
山
間
地
域
の
重
要
性
や
市

民
全
体
で
支
え
て
い
く
こ
と
を
理
解
し
た
う
え

で
、
中
山
間
地
域
に
焦
点
を
あ
て
た
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
こ
と
。

④
そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
不
明
確
で
あ
っ
た
基

本
理
念
や
市
の
責
務
、
市
民
の
役
割
、
施
策
の
策

定
に
関
す
る
指
針
、
取
組
方
針
等
な
ど
の
基
本
的

事
項
を
明
確
に
し
た
中
山
間
地
域
振
興
基
本
条
例

板倉区コミュニティプラザ（平成23年４月21日）

条例に関する市民の意見を聴く会

大島地区公民館（平成23年２月16日）
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を
先
に
制
定
す
る
こ
と
。
そ
の
後
、
条
例
に
基
づ

い
た
市
の
施
策
等
の
実
施
状
況
を
議
会
が
チ
ェ
ッ

ク
し
、
不
十
分
な
点
が
あ
れ
ば
、
市
民
の
声
を
聴

き
な
が
ら
具
体
的
な
事
業
等
を
実
施
す
る
政
策
提

案
を
行
っ
て
い
く
こ
と
。

３　

条
例
内
容
の
解
説

こ
の
条
例
は
、
市
民
の
分
か
り
や
す
さ
、
馴
染
み

や
す
さ
を
考
慮
し
、
当
市
の
条
例
等
の
通
例
で
あ
る

「
で
あ
る
調
」
の
文
体
で
は
な
く
、「
で
す
・
ま
す
調
」

の
文
体
と
し
て
い
ま
す
。

（
１
）
前
文

前
文
で
は
、
当
市
の
自
然
環
境
や
中
山
間
地
域
の

も
た
ら
す
恵
み
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
現
状

に
対
す
る
危
機
感
を
明
ら
か
に
し
、
市
民
全
体
で
中

山
間
地
域
を
支
え
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
て
い
ま

す
。

（
２
）
目
的
（
第
１
条
）

こ
の
条
例
は
、
中
山
間
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施

策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
中

山
間
地
域
の
振
興
を
総
合
的
に
推
進
し
、
安
全
に
安

心
し
て
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実

現
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

（
３
）
定
義
（
第
２
条
）

条
例
で
掲
げ
る
用
語
の
意
義
を
次
の
と
お
り
定
め

て
い
ま
す
。

①
「
中
山
間
地
域
」
と
は
、
特
定
農
山
村
地
域
に
お

け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
５
年
法
律
第
72
号
）

第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
農
山
村
地
域
又

は
統
計
法
（
平
成
19
年
法
律
第
53
号
）
に
基
づ
く

農
林
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
り
中
間
農
業
地
域
か
山
間

農
業
地
域
に
分
類
さ
れ
て
い
る
地
域
を
含
ん
で
い

る
地
域
自
治
区
の
区
域
全
域
及
び
市
長
が
中
山
間

地
域
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
し
た
区

域
と
し
て
い
ま
す
（
た
だ
し
、
都
市
計
画
法
（
昭

和
43
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
８
条
第
１
項
第
１

号
に
規
定
す
る
用
途
地
域
の
区
域
は
、
中
山
間
地

域
の
区
域
か
ら
除
く
）図
１（
条
例
の
対
象
区
域
）。

　

な
お
、
条
例
で
定
め
る
中
山
間
地
域
の
区
域
設

定
に
つ
い
て
は
、
行
政
側
と
の
協
議
段
階
で
も
議

論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
条
例
で
基
本
理
念
や

指
針
を
定
め
、
そ
れ
に
基
づ
き
振
興
策
等
を
図
る

た
め
に
は
、
対
象
と
な
る
区
域
が
明

確
で
な
い
と
施
策
の
展
開
が
あ
い
ま

い
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
区
域
を
明
確
に
定
義
し
ま
し
た
。

②
「
中
山
間
地
域
の
有
す
る
公
益
的

な
機
能
」
と
は
、
水
源
涵
養
と
し
て

の
機
能
や
、
中
山
間
地
域
の
森
林
が

産
み
出
す
空
気
や
農
産
物
等
の
資
源

を
産
み
出
す
機
能
の
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、「
そ
の
他
の
機
能
」
に

は
中
山
間
地
域
の
文
化
の
伝
承
機
能

な
ど
も
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
い
ま

す
。

③
「
地
域
住
民
」
と
は
、
中
山
間
地

域
に
居
住
す
る
市
民
と
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
市
民
は
、
上
越
市
自
治

基
本
条
例
に
お
け
る
市
民
の
定
義
と

同
じ
で
す
。

図 1　条例の対象区域
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（
４
）
基
本
理
念
（
第
３
条
）

次
に
掲
げ
る
３
項
目
を
基
本
理
念
と
し
て
定
め
て

い
ま
す
。

①
中
山
間
地
域
が
有
す
る
公
益
的
機
能
は
、
市
民
全

体
の
共
有
財
産
で
あ
り
、
市
民
の
安
全
安
心
な
暮

ら
し
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を

明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
機
能
の
維
持
に
努
め

る
こ
と
。

②
中
山
間
地
域
の
産
み
出
す
水
・
空
気
な
ど
の
資
源

や
洪
水
防
止
機
能
等
は
、
中
山
間
地
域
に
住
む
市

民
だ
け
が
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
市

民
み
ん
な
が
恩
恵
を
受
け
て
い
る
と
の
考
え
方
の

下
に
、
中
山
間
地
域
が
有
す
る
機
能
の
維
持
の
重

要
性
を
市
民
が
理
解
す
る
こ
と
。

③
中
山
間
地
域
の
機
能
は
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
が

い
て
、
山
林
や
田
畑
の
手
入
れ
が
な
さ
れ
て
こ
そ

維
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
の
下
に
、
中

山
間
地
域
に
住
む
市
民
が
安
心
し
て
い
き
い
き
と

暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
５
）
市
の
責
務
（
第
４
条
）

前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
従
っ
て
、
そ
の
実
現

に
向
け
、
中
山
間
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
こ
と
を
市
の
基
本
的

な
責
務
と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。

（
６
）
市
民
の
役
割
（
第
５
条
）

次
に
掲
げ
る
２
項
目
を
市
民
が
果
た
す
べ
き
役
割

と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。
な
お
、
当
初
、
市
民
に
つ

い
て
も
「
責
務
」
と
す
る
こ
と
も
考
え
ま
し
た
が
、

市
民
か
ら
見
て
「
責
務
」
は
重
過
ぎ
る
と
考
え
、「
役

割
」
と
し
ま
し
た
。

①
中
山
間
地
域
が
果
た
し
て
い
る
公
益
的
機
能
は
市

民
共
有
の
財
産
で
あ
り
、
安
全
安
心
な
市
民
生
活

と
の
関
わ
り
か
ら
中
山
間
地
域
の
大
切
さ
を
理
解

す
る
こ
と
な
ど
、
市
が
行
う
施
策
に
協
力
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。

②
中
山
間
地
域
の
公
益
的
機
能
が
安
全
安
心
な
市
民

生
活
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
上

で
、
市
民
が
主
体
的
・
自
主
的
に
中
山
間
地
域
の

振
興
を
図
る
こ
と
を
努
力
義
務
と
す
る
こ
と
。

（
７
）
施
策
策
定
等
に
関
す
る
指
針
（
第
６
条
）

中
山
間
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
基
本
的
な

指
針
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
７
項
目
を
基
本
に
各
種

の
施
策
相
互
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

①
中
山
間
地
域
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を
維
持
す
る

た
め
、
中
山
間
地
域
の
自
然
環
境
の
保
全
が
重
要

で
あ
る
こ
と
。

②
中
山
間
地
域
の
重
要
性
を
市
民
が
理
解
し
、
維
持

し
て
い
こ
う
と
い
う
意
識
を
共
有
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。

③
各
集
落
の
実
情
に
応
じ
て
生
活
環
境
（
例
え
ば
交

通
手
段
の
確
保
、
雪
処
理
、
通
信
環
境
な
ど
）
の

向
上
を
図
る
こ
と
。

④
地
域
住
民
の
生
活
の
糧
と
な
る
農
林
業
を
は
じ
め

と
す
る
産
業
の
振
興
を
図
る
こ
と
。

⑤
中
山
間
地
域
に
お
け
る
定
住
人
口
が
減
少
し
続
け

た
場
合
、
基
本
理
念
の
実
現
が
困
難
に
な
る
こ
と

か
ら
、
定
住
の
促
進
を
図
る
こ
と
。

⑥
中
山
間
地
域
の
公
益
的
機
能
の
維
持
に
つ
い
て

は
、
里
山
の
管
理
な
ど
そ
こ
に
人
が
住
ん
で
こ
そ

で
き
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
住
民
が
活

性
化
し
、
誇
り
を
持
っ
て
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
都
市
部
に
住
む
人
々

や
同
じ
よ
う
に
中
山
間
地
域
に
住
む
人
々
な
ど
と

の
多
様
な
地
域
間
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
。

⑦
中
山
間
地
域
の
公
益
的
機
能
の
維
持
の
重
要
性
を

理
解
し
た
市
民
が
自
主
的
か
つ
主
体
的
に
中
山
間

地
域
の
振
興
を
図
る
取
り
組
み
を
行
い
、
活
性
化

　
（
参
考
：
上
越
市
自
治
基
本
条
例
）

第
２
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
２
）　

市
民　

次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
こ
れ
に
準

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

ア　

市
の
区
域
内
に
居
住
す
る
個
人

イ　

市
の
区
域
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有

す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体

ウ　

市
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業

所
に
勤
務
す
る
個
人

エ　

市
の
区
域
内
に
存
す
る
学
校
に
在
学
す
る

個
人
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す
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
。

（
８
）
施
策
の
取
組
方
針
等
（
第
７
条
）

市
長
が
中
山
間
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
取

組
方
針
等
を
ま
と
め
、議
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
を
市
民
に
公
表
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

（
９
）
推
進
体
制
の
整
備
等
（
第
８
条
）

市
が
中
山
間
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
策
定

し
、
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
整
備
や
必
要
な

予
算
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

（
10
）
市
民
の
意
見
等
の
施
策
へ
の
反
映
（
第
９
条
）

市
が
中
山
間
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
的
確

に
行
う
た
め
、
市
民
意
見
や
中
山
間
地
域
の
現
況
を

把
握
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま

す
。

（
11
）
年
次
報
告
（
第
10
条
）

市
長
が
中
山
間
地
域
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
実

施
状
況
な
ど
を
取
り
ま
と
め
て
、
毎
年
、
議
会
に
報

告
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
市
民
に
公
表
す
る
こ
と

を
定
め
て
い
ま
す
。

（
12
）
委
任
（
第
11
条
）

中
山
間
地
域
振
興
の
細
目
を
市
長
に
委
任
す
る
こ

と
を
定
め
て
い
ま
す
。

４　

条
例
制
定
に
よ
る
成
果

こ
の
条
例
は
平
成
23
年
６
月
に
制
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
現
時
点
に
お
け
る
具
体
的
な
成
果
は
出
て

い
ま
せ
ん
が
、
条
例
に
よ
り
、
市
民
生
活
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
中
山
間
地
域
の
振
興
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
不
明
確
で
あ
っ
た
基
本
理
念
や
施
策

の
策
定
に
関
す
る
指
針
、
取
組
方
針
等
が
明
確
に
な

り
、
本
条
例
が
目
指
し
て
い
る
市
民
が
安
全
に
安
心

し
て
住
み
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現

に
向
け
、
行
政
、
市
民
、
議
会
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

を
果
た
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
枠
組
が
で
き
あ
が
っ

た
こ
と
が
大
き
な
成
果
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
特
別
委
員
会
が
、
条
例
制
定
に
向
け
て
検

討
を
進
め
る
中
で
、
市
長
に
向
け
て
提
言
を
行
い
、

そ
の
結
果
と
し
て
中
山
間
地
域
を
担
当
す
る
部
署

が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
や
合
併
前
町
村
に
あ
る
総

合
事
務
所
に
担
当
職
員
を
配
置
す
る
な
ど
、
市
の

体
制
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
も
１
つ
の
成
果
と
と
ら

え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
他
の
成
果
と
し
て
、
条
例
制
定
に

向
け
て
市
民
説
明
会
を
市
内
９
会
場
で
実
施
し
た
と

こ
ろ
、
市
民
か
ら
「
議
会
側
が
中
山
間
地
域
に
目
を

向
け
た
条
例
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
」

と
の
意
見
を
各
会
場
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
は
、
議
会
が
中
山
間
地
域
の
重
要
性
を
認
識
し
、

そ
の
地
域
に
目
を
向
け
た
政
策
に
取
り
組
ん
だ
こ
と

へ
の
評
価
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
市
民
の

声
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
条
例
を
制
定
し
た
こ
と
は
、

議
会
基
本
条
例
で
市
民
に
約
束
し
た
市
民
の
信
託
に

応
え
る
議
会
の
推
進
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

５　

今
後
の
取
り
組
み

こ
の
条
例
の
制
定
を
受
け
て
、
行
政
側
は
中
山
間

地
域
に
関
す
る
施
策
や
事
業
を
洗
い
出
し
、
取
組
方

針
等
の
取
り
ま
と
め
作
業
等
を
行
う
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
特
別
委
員
会
と
し
て
は
、
平
成
24
年
度
の

事
業
等
か
ら
中
山
間
地
域
の
振
興
に
向
け
た
施
策
等

の
議
論
を
本
格
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
お

り
、
行
政
側
か
ら
提
案
さ
れ
た
施
策
を
チ
ェ
ッ
ク

し
て
、
不
足
等
が
あ
れ
ば
、
議
会
と
し
て
市
民
ニ
ー

ズ
を
と
ら
え
、
政
策
立
案
や
政
策
提
言
等
を
行
っ

て
い
く
こ
と
を
視
野
に
入
れ
、
取
り
組
ん
で
い
く

予
定
で
す
。

〈
参
考
〉
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